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令和５年５月 25 日発行 

                     発行 城端まちづくり協議会 

              城端交流センター 
               (城端庁舎内) 

TEL/FAX    0763-62-1066 

                                    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  jouhana.kmn@gmail.com 

TEL/FAX    0763-62-1066 

  

令和５年度の各部会が動き出します。今年はどのような活動が？ 

部 会 名 日 程 備 考 

環境土木部会 令和５年５月 19 日(金) 19 時～ 城端庁舎 203 号  

教育文化部会 令和５年５月 25 日(木) 19 時～ 城端庁舎 203 号  

福祉健康部会 令和５年５月 13 日(土) 10 時～ 青少年Ｈ 娯楽室  

防犯安全部会 令和５年５月 26 日(金) 19 時～ 城端庁舎 203 号  

理事会 令和５年５月 29 日(月) 19 時～ 城端庁舎 203 号  

 

 

 

「行政区別人口世帯数統計表」をもとに、城端地区の年齢別人口統計図を作成しました。 

皆さんは、人口統計図上、どの位置ですか？ 一度、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「城端まちづくり協議会」だより 

Vol.49(５月号) 

部会/理事会日程 

令和５年度 城端地区の年齢別人口統計図 

世帯数 男 女 合計

748 851 962 1,813

令和５年４月末時点
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令和５年の「城端曳山祭」(「城端神明宮祭の曳山行事」としてユネスコ無形文化遺産登録))

は、5/4-5/5 の両日とも好天に恵まれ、４年振りに通常開催されました。 

 神輿巡行に曳山が加わったのは 1724 年で、今年は３００年の節目にあたり、５月５日に、

獅子舞、剱鉾、傘鉾、神輿、６町の庵屋台・曳山が勢揃いする出発式が開催されました。 

 本祭には、獅子舞・剱鉾・８本の傘鉾や四神旗が行列し、続いて３基の神輿、さらには６ヶ

町の庵屋台と曳山が神輿の渡御にお供して城端のまちなかを巡行します。また、夕刻からは、

曳山の提灯に灯がともされ提灯山となって巡行します。 

城端曳山祭の庵唄は、各町内若連中による囃子方(三味線、篠笛、太鼓)、唄方で構成されま

す。庵唄は、江戸端唄(はうた)を源流とするも発声法や演奏法に違いがみられる城端独特の

ものであり、庵屋台の中で演奏することから庵唄と言われています。 

参加した方も見学された方も皆、にこやかな顔つきで、宵祭・本祭と城端のまちなかは、活

気ついていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△曳山巡行 300 年 出発式 △城端曳山祭 蔵回廊前 △城端曳山祭 提灯山 

 

 

 

令和５年５月５日、石川県能登地方を震源地として、珠洲市に

14 時 42 分 震度６強、同日 21 時 58 分頃 震度５強の地震が観測

されました。被災された皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。 

この地震により、南砺市で震度２～３が観測されました。 

折しもこの日は、４年振り通常開催の城端曳山祭の真っ最中

で、Jアラートが鳴り響きました。 

城端地区で過去震度３以上を記録したのは、以下の通りです。 

 ・2011 年(平成 23 年)６月９日 震度３ 

 ・2020 年(令和２年)９月２日 震度３ 

最近、全国的な範囲で地震が観測されています。 

今一度、地震に対する備え・対応を家族で話し合ってみてはい

かがでしょうか。 

   

『 南砺で震度３』震源：石川県能登地方 

「城端曳山祭」巡行 300 年記念/４年振り通常開催！ 
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富山県では、明治 16 年（1883 年）5月 9 日に現在の富山県が設置されてから 130 年

の節目を迎えたことを契機として、平成 25 年 3 月に置県の日である 5 月 9日を「県民

ふるさとの日」と定めました。この「県民ふるさとの日」は、県民がふるさとについ

て理解を深め、ふるさとへの愛着を育むとともに、希望と誇りの持てる「ふるさと富

山県」を築き上げることを期する日としています。（出典：富山県 H.P） 

この日、県内の１４施設が無料開放されました。 

 

 

＜情報提供＞冬眠明けのクマに注意！ 

令和５年５月 10 日泉沢地内(城南ｽﾀｼﾞｱﾑ付近)で熊の出没情報がみられたよう

に、熊の出没時期となりました。特に６月は出没件数が多い月です。 

ツキノワグマの出没情報等をいち早く受けるためには、「なんと！緊急メー

ルサービス」や「南砺市防災アプリ」の登録が便利です。 

出没情報を確認し、地区内で情報を共有化しましょう！ 

 

「なんと！緊急メールサービス」 

 下記のメールアドレスを読み込み後、空メールを送信・登録してください。 

 emergency.nanto-city.@raiden.ktaiwork.jp 

 

 

 

＜情報提供＞特殊詐欺犯罪防止に向けたナンバー・ディスプレイ及びナンバー・リク

エストの高齢者無償化について(ＮＴＴ西日本) 

ナンバー・ディスプレイ 
電話に出る前に電話機等のディスプレイに相手の電話番号が表示され

るサービス 

ナンバー・リクエスト 
電話番号を通知しないでかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ

直すよう音声メッセージで応答するサービス 

対象：70 歳以上の契約者または 70 歳以上の方と同居している契約者の回線 

内容：ナンバー・ディスプレイおよびナンバー・リクエストの月額利用料および工事費の 

無料化 

  受付： 令和５年５月１日～ 

申込：（電話） ＮＴＴ西日本特殊詐欺対策ダイヤル:  ０１２０-９３１-９６５ 

            営業時間：午前 9時～午後 5時 

    （web）  https://www.ntt-west.co.jp/product/sagitaisaku 

  

『 県民ふるさとの日』５月９日 ご存じでしたか？ 
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【福祉・健康部会】 

福祉健康－１ 「健康体操」の開催< 予定 > 

地区内の高齢者が集まり適度な運動や参加者同士の交流を通

して介護予防に取り組む「健康体操」は、体操の講師の指導の下、

月２回（第２火曜、第４火曜）の頻度で６５歳以上の高齢者の方

を対象としています。皆さんのご参加、お待ちしております(参加無料)。 

６月(予定)： ６月 13 日(火)  ６月 27 日(火) 

   10 時～11 時頃  

場   所： 城端庁舎 ２０２号室 

 ＊コロナの状況により変更する可能性があります 

福祉健康－２ 「資源集団回収事業」の開催< 予定 > 

資源ゴミの回収の促進、資源ゴミが出せない方々に地域の方々の協力を得

て資源回収を図ることを目的に、月１回の頻度で資源回収事業を実施してい

ます。 

回収物 アルミ缶、新聞・チラシ、雑誌、段ボール 

日時 毎月 第３日曜日 8 時～11 時《 雨天決行 》 

場所 城端市民センター裏の車庫 

        次回 ： ６月 18 日(日) 8 時～11 時 
 

 

 

令和 5年 5 月 8 日より、新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の取り

扱いが「2類相当」から「5 類」に位置づけが変更となりました。富山県から県民の

皆様へのお知らせは以下の通りです。 

今後の行事予定 

新型コロナウイルス感染症 5 類移行後の対応(令和 5年 5月 8日～） 

令和5年5月8日以降の5類移行に伴う　県民のみなさまへの主な影響　　　　　富山県

項目 見直し前 ５月８日以降

行政からの入院勧告
や外出自粛要請

あり なし

感染時の療養期間 原則７日間
自身で判断(法的な制限なし)
目安として、発症後５日間かつ症状軽快後24時間

濃厚接触者 原則５日間の待機期間
濃厚接触者としての特定はなし
法律に基づく外出自粛は求められない

医療費 公費負担あり
自己負担。９月末までは、国が指定する新型コロナ治療薬
は公費支援。入院費は最大月２万円を公費支援。

外来診療 診療・検査医療機関で受診
幅広い医療機関で対応
外来対応医療機関として公表

感染者把握・公表 全数把握。毎日公表 定点医療機関から週１回報告。週1回公表

マスク着用の考え方
　(5年3月13日～)

屋内では基本的に着用するなど
行政から一律のルールを求める

個人の判断。受診時や医療機関・高齢者施設など訪問時、
混雑した電車やバス乗車時などは着用を推奨。

〇５類移行で終了する主な対策や支援策

　レベル分類による周知、陽性者登録、宿泊療養施設、健康観察(プッシュ型)


